
                                                          令和８年４月１０日 

 

風水害時の警報発表時における児童の登下校について 
※ 各警報等の発表地域は、横浜市内です。 

午前６時の時点で 
   以下のいずれかの警報・予報が発表継続中の場合 

『特別警報』（種類を問わず） 『暴風警報』 

『大雪警報』  『暴風雪警報』 

『降灰予報』  『大規模地震警戒宣言発令』 

『大規模地震（震度 5強以上）発生』 

 

★ 学校からのすぐーる配信は、ありません。 
   各ご家庭で情報を収集してください。 

（テレビのデータ放送ｄボタンやインターネットなど） 

 

 

 

 

 
以下のいずれかの警報が発表継続中の場合 

     

 『大雨警報』  『洪水警報』 

 

 

 

 

★ 学校からのすぐーる配信は、ありません。 
   各ご家庭でも情報を収集してください。（テレビのデータ放送ｄボタンやイン

ターネットなど） 

 
 

○各ご家庭で状況を見て、危険だと判断した場合は登校を見合わせてくださ

い。その場合、何らかの方法で学校までご連絡ください。（遅刻欠席扱いには

なりません） 

※ 登校後「特別警報」「暴風警報」が発表された場合は、教室での児童引き渡しになります。その他の警報が発表された場合は、学校長の判断 

で適切な措置をとります。いずれの場合も、すぐーる配信にてお知らせします。 

※ 元石川キッズクラブ・・・学校が休業 または「元石川キッズクラブ」活動開始前に学校が終業の場合、臨時休業。 

              「元石川キッズクラブ」活動開始後に学校が終業繰り上げの場合は、活動打ち切り。 

※ 次の方法でも気象情報の確認ができます。  横浜市ホームページ ⇒ 防災 ⇒ 防災情報 ⇒ 警報・注意報 

 
 

大規模地震警戒宣言発令時及び大規模地震発生時における児童の登下校について 
※ 各警報等の発表地域は、横浜市内です。 

登校前の時点で 

★ 学校からのすぐーる配信は、ありません。 
 

 

○警戒宣言解除、または学校再開まで休業。自宅待機をしてください。 
（学校再開日は追って連絡。） 

登校後の時点で 

★ 学校からすぐーる配信で「引き取り」の連絡をします。 
  

 
○保護者が到着次第、順次、児童を引き渡します。 

○保護者のお迎えが来るまでは、児童は学校で職員と待機します。 

○通信機器の不通で学校よりの連絡が届かない場合でも「引き取り」になります。 

登下校中に 

★ 学校からすぐーる配信で「引き取り」の連絡をします。 
 

 

    ※ただし明らかに自宅に保護者がいないとわかっている場合は学校に行く。 

大規模地震にあたらない地震発生時においても、次のような場合は大規模地震と同様の対応を行うこととします。 

        （保護者の留守中に児童を帰宅させることは、かえって危険であり停電や大きな余震で家の倒壊等も考えられるため） 

① 電車の運行情報や学校周辺の道路状況を確認し、運転再開の見込みが立たない場合や下校路が危険と判断した場合。 

② 学校及び周辺の地域が停電となっていて、児童を安全に帰宅させられないと判断した場合。 

 

Ｊアラートを通じて緊急情報が発信された場合の対応 
※弾道ミサイルが発射され、日本に飛来する可能性がある場合は、Ｊアラート等により情報伝達されます。また、携帯電話等にもエリアメール・緊急速報

メールが配信されます。 

 

登校前の時点で 
○登校前にＪアラートが発信された場合は、自宅待機とします。 

 その後の対応については、学校からすぐーるで連絡します。 

登校後の時点で 
〇行政からの指示があれば、それに従います。 

・原則、児童生徒を学校で保護し安否情報を保護者に学校からすぐーるで連絡します。 

登下校中に 〇行政からの指示があれば、それに従います。 

 

※ただし明らかに自宅に保護者がいないとわかっている場合は学校に行く。 

 

 「登下校時等の留意事項」 

・登校前にＪアラートが発信された場合は、自宅待機とします。早朝等に弾道ミサイル発射情報が伝達された場合の登校時間の変更や臨時休業などに

ついては、学校からすぐーるでお伝えします。 

・Jアラートの続報などで、ミサイルが上空通過・領海外に落下したことを確認した場合は、原則として登下校を再開します。 

・ミサイルが横浜市内に落下した場合は、行政からの指示に従って対応します。 

令和８年度保存版 

全市一斉臨時休業（全日）・給食中止 

 

通常授業・給食実施 

 

全市一斉臨時休業（全日）・給食中止 

 

授業打ち切り・給食中止 

 

原則として学校か自宅（学童）のどちらかに行く。 

 

 

原則として学校か自宅（学童）のどちらかに行く。 

 

 


